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 遺遺遺 お び ら 議 会 だ よ り 遺遺遺 令和２年２月１日 第83号

▼
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

３
号
）

・
１
千
　
万
９
千
円
を
追
加

４６９

し
、　

億
６
千
　
万
７
千
円

４３

１７６

に
。

○
非
常
勤
職
員
等
の
適
正
な

任
用
の
確
保
等
を
目
的
と
し

た
地
方
公
務
員
法
及
び
地
方

自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
の
施
行
に
よ
り
、
会
計

年
度
任
用
職
員
制
度
が
創
設

さ
れ
る
こ
と
や
特
別
職
非
常

勤
職
員
の
任
用
が
厳
格
化
さ

れ
る
こ
と
に
伴
い
、
次
の
３

つ
の
条
例
を
制
定
し
ま
し
た
。

※
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度

と
は
臨
時
・
非
常
勤
職
員
な

ど
に
替
わ
る
新
制
度
で
、
任

用
の
明
確
化
や
処
遇
が
改
善

さ
れ
ま
す
。

▼
小
平
町
フ
ル
タ
イ
ム
会
計

年
度
任
用
職
員
の
給
与
に
関

す
る
条
例
の
制
定

・
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任

用
職
員
の
給
与
等
を
規
定
す

る
条
例
を
制
定
し
ま
し
た
。

《
質
疑
の
内
容
》

Ｑ
板
垣
議
員

　
期
末
手
当
等
の
人
件
費
が

増
加
す
る
と
思
う
が
、
国
の

財
政
支
援
の
有
無
を
伺
う
。

Ａ
杉
本
総
務
課
長

　
今
現
在
、
財
政
支
援
の
情

報
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
件
費

は
若
干
増
え
る
要
素
は
あ
り

ま
す
が
、
現
行
水
準
に
て
設

定
す
る
た
め
、
大
き
く
増
に

な
る
と
は
考
え
て
お
り
ま
せ

ん
。

▼
小
平
町
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会

計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
、

期
末
手
当
及
び
費
用
弁
償
に

関
す
る
条
例
の
制
定

・
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度

任
用
職
員
の
報
酬
等
を
規
定

す
る
条
例
を
制
定
し
ま
し
た
。

▼
小
平
町
附
属
機
関
設
置
条

例
の
制
定

・
要
綱
等
に
よ
り
設
置
し
て

い
る
委
員
会
等
を
新
た
に
附

属
機
関
と
位
置
づ
け
る
条
例

を
制
定
し
ま
し
た
。

▼
小
平
町
人
事
行
政
の
運
営

等
の
状
況
の
公
表
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例・
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状

況
に
関
し
報
告
す
る
事
項
か

ら
除
く
非
常
勤
職
員
に
、
フ

ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職

員
は
含
ま
れ
な
い
と
す
る
改

正
を
し
ま
し
た
。

▼
職
員
の
分
限
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

・
職
員
を
休
職
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
期
間
に
つ
い
て
、

会
計
年
度
任
用
職
員
は
そ
の

任
期
の
範
囲
内
と
す
る
規
定

を
追
加
す
る
改
正
を
し
ま
し

た
。

▼
職
員
の
懲
戒
の
手
続
き
及

び
効
果
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

・
減
給
に
つ
い
て
、
パ
ー
ト

タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員

で
は
報
酬
を
減
額
対
象
と
す

る
改
正
を
し
ま
し
た
。

▼
小
平
町
職
員
の
勤
務
時
間

及
び
休
暇
等
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

・
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤

務
時
間
及
び
休
暇
等
に
つ
い

て
、
新
た
に
規
則
で
制
定
す

る
規
定
を
追
加
す
る
改
正
を

し
ま
し
た
。
ま
た
国
家
公
務

員
の
超
過
勤
務
命
令
の
上
限

設
定
等
が
導
入
さ
れ
た
こ
と

に
伴
い
、
同
様
の
措
置
を
講

ず
る
た
め
の
規
定
を
追
加
す

る
改
正
を
し
ま
し
た
。

▼
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

・
育
休
職
員
へ
の
勤
勉
手
当

の
支
給
か
ら
、
会
計
年
度
任

用
職
員
を
適
用
除
外
と
す
る

こ
と
や
会
計
年
度
任
用
職
員

が
部
分
休
業
し
た
場
合
に
、

報
酬
や
給
与
を
減
額
す
る
改

正
を
し
ま
し
た
。

▼
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤

の
も
の
の
報
酬
及
び
費
用
弁

償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

・
国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執

行
経
費
の
基
準
に
関
す
る
法

律
の
改
正
に
よ
る
単
価
の
改

正
に
よ
り
、
選
挙
長
、
投
票

所
投
票
管
理
者
等
の
報
酬
額

を
改
正
し
ま
し
た
。
ま
た
特

別
職
非
常
勤
職
員
の
任
用
が

厳
格
化
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、

学
校
医
や
産
業
医
な
ど
を
追

加
す
る
改
正
を
し
ま
し
た
。

専
決
処
分
の
承
認

■
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員
に
浅
川
　
豊
 
氏
・
竹
中
政
人
 
氏
を
同
意

■
人
権
擁
護
委
員
候
補
者
に
関
川
直
昭
氏
を
適
任
と
認
め
る
答
申

■
選
挙
管
理
委
員
・
補
充
員
各
４
氏
を
決
定

条

例

の

制

定

条
例
の
一
部
改
正
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